
　　　

　当該工事の路上再生工において、既存路盤とセメントを混合することで発生する六
価クロム（発がん性物質）について溶出試験を行なった結果、基準量を超過したた
め、路上再生工から路盤入替えに工法変更するものです。

変 更 の 理 由

大館市川口字横岩岱６３－１

契 約 者 住 所 氏 名 佐藤建設株式会社 

代表取締役 佐藤　清忠

変 更 後 の 請 負 代 金 額 5,745,300 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

変 更 後 の 工 期 令和1年8月6日 ～ 令和1年11月15日

変 更 前 の 請 負 代 金 額 4,785,000 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

当 初 契 約 締 結 日 令和1年8月6日

変 更 契 約 締 結 日 令和1年10月17日

変 更 前 の 工 期 令和1年8月6日 ～ 令和1年11月15日

様式第４号

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等 市道桂城相染沢中岱線道路補修工事　31-51DH-38

工 事 場 所 大館市字桜町地内


